
資料１ 

「おおた生涯学習推進プラン」推進会議設置要綱 

令和４年12月７日 

４地地発第13102号 

（設置） 

第１条 大田区における生涯学習の推進について広く意見を求め、生涯学習の推

進に関わる多様な主体と連携・協働し、おおた生涯学習推進プラン（「以下プ

ラン」という。）で掲げた基本理念を実現するため、「おおた生涯学習推進プ

ラン」推進会議（以下「推進会議」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 推進会議は、次に掲げる事項について検討する。 

(１) プランの推進に関すること。 

(２) 次期プランの策定にあたり必要な事項に関すること。 

(３) その他生涯学習の推進に関すること。 

（構成） 

第３条 推進会議は、次に掲げる者のうちから区長が委嘱し、又は任命する委員

をもって構成する。 

(１) 区民 ２名程度 

(２) 大田区青少年対策地区委員会 １名 

(３) 区立小学校ＰＴＡ連絡協議会及び区立中学校ＰＴＡ連絡協議会 各１名 

(４) 大田区立小学校校長会及び大田区立中学校校長会 各１名 

(５) 自治会町会関係者 １名 

(６) 学識経験者 ３名程度 

(７) 公益財団法人大田区文化振興協会事務局長 １名 

(８) 公益財団法人大田区スポーツ協会事務局長 １名 

(９) その他区内で生涯学習の機会を提供している主体 ２名程度 
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（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 前項に規定する任期の途中で委員が辞職した場合の後任者の任期は、前任者

の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 推進会議に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選とする。 

３ 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。 

（会議） 

第６条 推進会議は、会長が招集する。 

２ 推進会議は、委員の半数以上の出席がなければ開催することができない。た

だし、やむを得ない理由により、会長が必要と認めるときは、書面その他の方

法によることができる。 

３ 推進会議の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、会長

の決するところによる。 

４ 前項の規定は、第２項ただし書による会議について準用する。この場合にお

いて、前項中「出席委員」とあるのは、「書面その他の方法により審議を行っ

た委員」と読み替えるものとする。 

５ 会長が必要と認める場合は、委員以外の者に出席を求めることができる。 

（会議の公開） 

第７条 推進会議は、会議及び議事要旨を公開する。ただし、次の各号のいずれ

かに該当する場合は、会議及び議事要旨の全部又は一部を非公開とすることが

できる。 

(１) 公開することにより公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれが
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あると認められる場合 

 (２) 特定の者に不当な利益又は不利益をもたらすおそれがあると認められる 

場合 

(３) 会議の内容に個人情報が含まれている場合 

２ 前項の規定に基づき会議及び議事要旨の全部又は一部を非公開としたものに

ついては、推進会議に関係したものは秘密性の継続する限り他に漏らしてはな

らない。 

 （報償費） 

第８条 推進会議に出席した委員には、予算の範囲以内において報償費を支払う

ものとする。ただし、第３条第４号に規定する委員並びに区職員としての身分

を有する委員を除く。 

（庶務） 

第９条 推進会議の庶務は、地域力推進部地域力推進課において処理する。 

（委任） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は地域

力推進部長が別に定める。 

付 則 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行のために必要な準備行為は、この要綱の施行の日前において

も行うことができる。 


